
適 不適
該当
なし

Ⅰ　基本方針
1 基本方針 要介護状態となった場合においても,利用者が可能な限りその居宅において,そ

の有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができるように配慮して行
われるものとなっていますか。

基準第1条
の2 □ □ □

利用者の心身の状況,その置かれている環境等に応じて,利用者の選択に基づ
き,適切な保健医療サービス及び福祉サービスが,多様な事業者から総合的かつ
効率的に提供されるよう配慮して行われていますか。

□ □ □

利用者の意思及び人格を尊重し,常に利用者の立場に立って,利用者に提供され
る指定居宅サービス等が特定の種類又は特定の事業者等に不当に偏ることがな
いよう,公正中立に行っていますか。

□ □ □

事業の運営に当たり,市町村,地域包括支援センター,老人介護支援センター,他
の居宅介護支援事業者,指定介護予防支援事業者,介護保険施設,障害者の日常
生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第51
条の17第1項第一号に規定する指定特定相談支援事業者等との連携に努めてい
ますか。

□ □ □

居宅介護支援を行うに当たって,介護保険法第118条の2第1項に規定する介護保
険等関連情報等を活用し事業所単位でＰＤＣＡサイクルを構築・推進すること
により,提供するサービスの質の向上に努めていますか。

□ □ □

Ⅱ　人員基準　
2 常勤の介護支援専門員(資格の有効期限内)を1人以上配置していますか。

常勤　(　　　　人)
非常勤(　　　　人)

基準第2条

□ □ □

介護支援専門員の員数は基準数を満たしていますか。

□利用者の数が44人又はその端数を増すごとに１
□ケアプランデータ連携システムを活用し,かつ,事務職員を配置している場合
は49人又はその端数を増すごとに1
※事務職員は常勤でなくても差し支えない。

□ □ □

3 管理者 常勤･専従の主任介護支援専門員(資格の有効期限内)である管理者を配置して
いますか。

※経過措置
令和9年3月31日までの間は,令和3年3月31日時点で主任介護支援専門員でない
者が管理者である居宅介護支援事業所については,当該管理者が管理者である
限り,管理者を主任介護支援専門員とする要件の適用を猶予することとしてい
る。

基準第3条

□ □ □

管理者が他の職種等を兼務している場合,兼務形態は適切ですか。(管理業務に
支障はないですか。)

次の事項について記載してください。
・兼務の有無　(　有　・　無　)
・当該事業所の介護支援専門員と兼務
　　　　　　　(　有　・　無　)
・他事業所と兼務している場合は,兼務している全ての事業所名,サービス種
類,職種名,1週間あたりの勤務時間数を記載してください。
　　事業所名 ：(　　　　　　)(　　　　　　)
　　ｻｰﾋﾞｽ職類：(　　　　　　)(　　　　　　)
　　職種名　 ：(　　　　　　)(　　　　　　)
    勤務時間 ：(　　　　　　)(　　　　　　)

□ □ □

(注)別紙(参考様式１)｢従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表｣を作成のうえ添付してください。

【居宅介護支援】

自 己 点 検 シ ー ト

事業所名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先：TEL　　　　　－　　　　　　－

記入日：令和　　　年　　　月　　　日　　記入者職氏名：役職　　　　　　　　 氏名

点検項目 確認事項 根拠条文
点検結果

従業者の員数

※利用者数は
要介護の利用
者数に要支援
の利用者数の
1/3を加えた数
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適 不適
該当
なし

点検項目 確認事項 根拠条文
点検結果

Ⅲ　運営基準
4 内容及び手続
の説明・同意

居宅介護支援の提供の開始に際し,あらかじめ,利用申込者又はその家族に対
し,重要事項を記した文書を交付して説明を行い,当該提供の開始について同意
を得ていますか。

※下記の重要事項が全て記載されていますか。
□運営規程の概要
□介護支援専門員の勤務体制※
□秘密の保持
□事故発生時の対応
□苦情処理の体制
□その他利用者のサービス選択に資すると認められる事項
※従業者の員数は日々変わりうるものであるため,業務負担軽減等の観点から,
重要事項を記した文書に記載する場合,「○人以上」と記載することも差し支
えない。

基準第4条
解釈通知第
2の3(2)

□ □ □

居宅介護支援の提供の開始に際し,あらかじめ,利用者又はその家族に対し,居
宅サービス計画が第１条の2に規定する基本方針及び利用者の希望に基づき作
成されるものであり,複数の指定居宅サービス事業者等の紹介を求めることが
できること等につき,十分説明を行っていますか。
【減算項目】

□ □ □

この内容を利用申込者又はその家族に説明を行うに当たっては,併せて居宅
サービス計画原案に位置付けた居宅サービス事業者等の選定理由の説明を求め
ることが可能であることにつき説明を行うとともに,理解が得られるよう,文書
の交付に加えて口頭での説明を懇切丁寧に行うことや,それを理解したことに
ついて必ず利用申込者から署名を得ていますか（署名を得ることが望まし
い）。
【減算項目】

□ □ □

前6月間に作成された居宅サービス計画の総数のうちに訪問介護,通所介護,福
祉用具貸与及び地域密着型通所介護(以下｢訪問介護等｣という。)がそれぞれ位
置付けられた居宅サービス計画の数が占める割合,前6月間に作成された居宅
サービス計画に位置付けられた訪問介護等ごとの回数のうちに同一の指定居宅
サービス事業者又は指定地域密着型サービス事業者によって提供されたものが
占める割合(上位3位まで)等につき十分説明を行い,理解を得るよう努めていま
すか。

□ □ □

居宅介護支援の提供の開始に際し,あらかじめ,利用者又はその家族に対し,利
用者について,病院又は診療所に入院する必要が生じた場合には,当該利用者に
係る介護支援専門員の氏名及び連絡先を当該病院又は診療所に伝えるよう求め
ていますか。

□ □ □

5 提供拒否の
禁止

正当な理由なくサービスの提供を拒否していませんか。

(提供を拒むことのできる正当な理由)
①当該事業所の現員からは利用申込に応じきれない場合
②利用申込者の居住地が当該事業所の通常の事業の実施地域外である場合
③利用申込者が他の居宅介護支援事業者にも併せて居宅介護支援の依頼を行っ
ていることが明らかな場合　等

基準第5条
解釈通知第
2の3(3)

□ □ □

6 サービス提供
困難時の対応

サービス提供が困難な場合,適当な他事業者の紹介その他必要な措置を速やか
に講じていますか。

基準第6条
□ □ □

7 受給資格等の
確認

利用申込者の被保険者証で,被保険者資格,要介護認定の有無及び要介護認定の
有効期間を確認していますか。

基準第7条
□ □ □

8 要介護認定の
申請に係る援
助

要介護認定に係る申請について,利用申込者の意思を踏まえ,申請代行等の必要
な協力を行っていますか。

基準第8条
解釈通知第
2の3(4)

□ □ □

利用申込者が要介護認定を受けていない場合,利用申込者の意思を踏まえて速
やかに申請が行われるよう必要な援助を行っていますか。

□ □ □

要介護認定の更新の申請が,遅くとも有効期間が満了する30日前には行われる
よう必要な援助を行っていますか。

□ □ □

9 身分を証する
書類の携行

介護支援専門員に介護支援専門員証を携行させ,初回訪問時及び利用者又はそ
の家族の求めがあれば提示するよう指導していますか。

基準第9条
解釈通知第
2の3(5)

□ □ □

10 利用料等の受
領

法定代理受領サービスに該当しない居宅介護支援を提供した場合の利用料と,
居宅介護サービス計画費の額との間に,不合理な差額を生じさせていません
か。

基準第10条

□ □ □

利用料のほか,運営規程に定められた交通費(利用者の居宅が通常の事業の実施
地域以外の地域の場合)以外の支払いを利用者から受けていませんか。

□ □ □

通常の事業の実施地域外でサービスを提供し,それに要した交通費の支払いを
利用者から受ける場合は,あらかじめ利用者又はその家族に説明し,同意を得て
いますか。

□ □ □

サービスの提供に要した費用の支払いを受けた際,領収証を交付しています
か。

法第46条
施行規則第
78条

□ □ □

上記の領収証には,それぞれ個別の費用ごとに区分して記載していますか。 □ □ □
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適 不適
該当
なし

点検項目 確認事項 根拠条文
点検結果

11 保険給付の請
求のための証
明書の交付

居宅介護支援について利用料の支払いを受けた場合は,居宅介護支援提供証明
書を利用者に対して交付していますか。

基準第11条

□ □ □

12 居宅介護支援
の基本取扱方
針

要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう行われるとともに,医療サービ
スとの連携に十分配慮していますか。

基準第12条

□ □ □

自ら提供する居宅介護支援の質の評価を行い,常にその改善を図っています
か。

□ □ □

13 居宅介護支援
の具体的取扱
方針

居宅介護支援の提供に当たっては,利用者又はその家族に対し,サービスの提供
方法等について,理解しやすいように説明を行っていますか。

基準第13条
第2号 □ □ □

利用者等の生命又は身体を保護するため,緊急やむを得ない場合を除き,身体的
拘束その他利用者の行動を制限する行為を(以下,「身体的拘束等」という。)
行っていませんか。

基準第13条
第2号の2 □ □ □

身体的拘束等を行う場合には,その態様及び時間,その際の利用者の心身の状況
並びに緊急やむを得ない理由を記録していますか。

基準第13条
第2号の3 □ □ □

居宅サービス計画の作成及び変更に当たっては,利用者の自立した日常生活の
支援を効果的に行うため,利用者の心身又は家族の状況等に応じ,継続的かつ計
画的に居宅サービス等の利用が行われるようにしていますか。

基準第13条
第3号

□ □ □

支給限度額の枠があることのみをもって,特定の時期に偏って継続が困難な,ま
た必要性に乏しい居宅サービスの利用を助長していませんか。

解釈通知第
2の3(8)③ □ □ □

居宅サービス計画の作成及び変更に当たっては,利用者の日常生活全般を支援
する観点から,介護給付等対象サービス以外の保健医療サービス又は福祉サー
ビス,地域住民による自発的な活動によるサービス等の利用も含めて居宅サー
ビス計画上に位置付けるよう努めていますか。

基準第13条
第4号

□ □ □

居宅サービス計画の作成の開始に当たっては,利用者によるサービスの選択に
資するよう,当該地域におけるサービス事業者等に関するサービスの内容,利用
料等の情報を適正に利用者又はその家族に対して提供していますか。

基準第13条
第5号

□ □ □

利用者の意思に反して,集合住宅と同一敷地内等の居宅サービス事業者のみを
居宅サービス計画に位置付けていませんか。

解釈通知第
2の3(8)⑥ □ □ □

居宅サービス計画の作成及び変更に当たっては,適切な方法により利用者が抱
える問題点を明らかにし,解決すべき課題を把握していますか。

基準第13条
第6号 □ □ □

解決すべき課題の把握(以下,「アセスメント」という。)に当たっては,利用者
の居宅を訪問し,利用者及びその家族に面接して行っていますか。
【減算項目】

基準第13条
第7号 □ □ □

アセスメントの結果について記録するとともに,当該記録を完結の日から2年間
保存していますか。

解釈通知第
2の3(8)⑧ □ □ □

アセスメントの結果に基づき,解決すべき課題に対応するための最も適切な
サービスの組合せについて検討し,利用者及びその家族の生活に対する意向,総
合的な援助の方針,生活全般の解決すべき課題,提供されるサービスの目標及び
その達成時期,サービスの種類,内容及び利用料並びにサービスを提供する上で
の留意事項等を記載した居宅サービス計画の原案を作成していますか。

基準第13条
第8号

□ □ □

サービス担当者会議の開催により,利用者の状況等に関する情報を担当者と共
有するとともに,当該居宅サービス計画の原案の内容について,担当者から,専
門的な見地からの意見を求めていますか。
【減算項目】

※サービス担当者会議を開催しなければならない場合
①居宅サービス計画を新規に作成した場合
②要介護認定を受けている利用者が要介護更新認定を受けた場合
③要介護認定を受けている利用者が要介護状態区分の変更の認定を受けた場合
④居宅サービス計画の変更を行う場合(軽微な変更を除く)

基準第13条
第9号

□ □ □
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適 不適
該当
なし

点検項目 確認事項 根拠条文
点検結果

サービス担当者会議の開催に当たって,やむを得ない理由がある場合には,サー
ビス担当者に対する照会等により意見を求めていますか。
【減算項目】

※やむを得ない理由
○利用者(末期の悪性腫瘍の患者に限る)の心身の状況等により,主治の医師又
は歯科医師(以下この条において｢主治の医師等｣という。)の意見を勘案して必
要と認める場合
○会議の日程調整を行ったが,担当者の事由により参加が得られなかった場合
○居宅サービス計画の変更であって,利用者の状態に大きな変化が見られない
等における軽微な変更の場合　等

基準第13条
第9号,第15
号
解釈通知第
2の3(8)⑩

□ □ □

テレビ電話装置等を活用したサービス担当者会議に利用者又はその家族が参加
する場合には,テレビ電話装置等の活用について当該利用者等の同意を得てい
ますか。
※テレビ電話装置等の活用に当たっては,個人情報保護委員会・厚生労働省｢医
療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス｣,厚
生労働省｢医療情報システムの安全管理に関するガイドライン｣等を遵守するこ
と。

解釈通知第
2の3の(8)
⑩

□ □ □

居宅サービス計画の原案に位置付けたサービス等について,保険給付の対象と
なるかどうかを区分した上で,利用者又はその家族に対して説明し,文書により
同意を得ていますか。
【減算項目】

基準第13条
第10号

□ □ □

居宅サービス計画を作成及び変更した際には,当該居宅サービス計画を利用者
及び担当者に交付していますか。
【減算項目】

基準第13条
第11号 □ □ □

居宅サービス計画に位置付けた居宅サービス事業者等に対して,訪問介護計画
等の個別サービス計画の提出を求めていますか。

基準第13条
第12号 □ □ □

居宅サービス計画の作成後,計画の実施状況の把握(利用者についての継続的な
アセスメントを含む)を行い,必要に応じて計画の変更,居宅サービス事業者等
との連絡調整その他の便宜の提供を行っていますか。

基準第13条
第13号

□ □ □

介護支援専門員は,居宅サービス事業者等から利用者に係る情報の提供を受け
たときその他必要と認めるときは,利用者の服薬状況,口腔機能その他の利用者
の心身又は生活の状況に係る情報のうち必要と認めるものを,利用者の同意を
得て主治の医師等又は薬剤師に提供していますか。

基準第13条
第13号の2

□ □ □

実施状況の把握(以下,「モニタリング」という。)は,特段の事情のない限り,
次に定めるところにより行われていますか。(特段の事情とは,利用者の事情に
より利用者の居宅を訪問し利用者に面接することができない場合を主として指
すものであり,介護支援専門員に起因する事情は含まれない。)
【減算項目】

基準第13条
第14号
解釈通知第
2の3の(8)
⑭

□ □ □

①少なくとも1月に1回,利用者の居宅を訪問し,利用者に面接していますか。
ただし,次のいずれにも該当する場合であって,少なくとも2月に1回は居宅を訪
問し面接するとともに,訪問しない月はテレビ電話装置等を活用し面接してい
ますか。

(１)テレビ電話装置等を活用し面接することについて文書により利用者の同意
を得ていること。
(２)利用者の心身の状況が安定していること。
(３)利用者がテレビ電話装置等を活用して意思疎通を行うことができること。
(４)介護支援専門員がテレビ電話装置等を活用したモニタリングでは把握でき
ない情報について,担当者から提供を受けること。
※(２)～(４)について,サービス担当者会議において,主治の医師,担当者その
他の関係者の合意を得ていること。

□ □ □

②少なくとも1月に1回,モニタリングの結果を記録していますか。
□ □ □

居宅サービス計画の変更の場合には,基準第13条第3号から第12号までに規定さ
れた居宅サービス計画作成に当たっての一連の業務を行っていますか。
【減算項目】

基準第13条
第16号

ただし,利用者の希望による軽微な変更(サービス提供日時の変更等で介護支援
専門員が一連の業務を行う必要性がないと判断したもの)を行う場合は,この必
要はない。

解釈通知第
2の3(8)⑰

介護支援専門員は,適切な保健医療サービス及び福祉サービスが総合的かつ効
率的に提供された場合においても,利用者が居宅において日常生活を営むこと
が困難となったと認める場合又は利用者が介護保険施設への入院又は入所を希
望する場合には,主治医に意見を求める等し,介護保険施設への紹介その他の便
宜の提供を行っていますか。

基準第13条
第17号

□ □ □

□ □ □
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適 不適
該当
なし

点検項目 確認事項 根拠条文
点検結果

介護保険施設等から退院又は退所しようとする要介護者から依頼があった場合
には,居宅における生活へ円滑に移行できるよう,あらかじめ,居宅サービス計
画の作成等の援助を行っていますか。

基準第13条
第18号

□ □ □

利用回数が,下記の回数以上の訪問介護(生活援助中心型)を位置付ける場合に
その必要性を居宅サービス計画に記載するとともに,当該居宅サービス計画を
市町村に届け出ていますか。
　・要介護1　1月につき27回
　・要介護2　1月につき34回
　・要介護3　1月につき43回
　・要介護4　1月につき38回
　・要介護5　1月につき31回

基準第13条
第18号の2

□ □ □

居宅サービス計画に位置付けられた居宅サービス等区分に係るサービスの合計
単位数が区分支給限度基準額(単位数)に占める割合や訪問介護に係る合計単位
数が居宅サービス等合計単位数に占める割合が厚生労働大臣が定める基準に該
当する場合であって,かつ,市町村から求めがあった場合に,居宅サービス計画
の利用の妥当性を検討し,その必要性を居宅サービス計画に記載するとともに,
当該居宅サービス計画を市町村に届け出ていますか。
（※令和3年10月以降に作成又は変更した居宅サービス計画が対象。）

基準第13条
第18号の3
解釈通知第
2の3(8)㉑

□ □ □

利用者が訪問看護,通所リハビリテーション等の医療サービスの利用を希望し
ている場合その他必要な場合には,利用者の同意を得て主治の医師等の意見を
求め,居宅サービス計画を作成した際には,当該居宅サービス計画を主治の医師
等に交付していますか。
居宅サービス計画に医療サービスを位置付ける場合,当該医療サービスに係る
主治の医師等の指示がある場合に限りこれを行っていますか。
また,医療サービス以外のサービスを位置付ける場合,医学的観点からの留意事
項が示されているときは当該留意点を尊重してこれを行っていますか。

基準第13条
第19号,第
19号の2,第
20号

□ □ □

特に,退院後の訪問リハビリテーション,通所リハビリテーションは,早期開始
のため,速やかに医療サービスを含む居宅サービス計画を作成するよう努めて
いますか。

解釈通知第
2の3(8)㉒ □ □ □

居宅サービス計画に短期入所生活介護又は短期入所療養介護を位置付ける場
合,利用日数が要介護認定の有効期間のおおむね半数を超えないようにしてい
ますか。
(利用者の心身の状況,本人,家族等の意向に照らし,上記の日数を超えた利用が
必要と認められる場合を除く。)

基準第13条
第21号
解釈通知第
2の3(8)㉓

□ □ □

居宅サービス計画に福祉用具貸与を位置付ける場合,当該計画に福祉用具貸与
が必要な理由を記載するとともに,必要に応じてサービス担当者会議を開催し,
継続した貸与の必要性について検証していますか。

基準第13条
第22号

□ □ □

上記の検証をした上で,継続して福祉用具貸与を受ける必要がある場合,その理
由を居宅サービス計画に記載していますか。

□ □ □

居宅サービス計画に特定福祉用具販売を位置付ける場合には,当該計画に特定
福祉用具販売が必要な理由を記載していますか。

基準第13条
第23号 □ □ □

利用者が福祉用具貸与又は特定福祉用具販売のいずれかを選定できるよう必要
な情報を提供してますか。

解釈通知第
2の3(8)㉔

被保険者証に,認定審査会意見又は市町村による指定に係る居宅サービス若し
くは地域密着型サービスの種類についての記載がある場合には,利用者にその
趣旨を説明し,理解を得た上で,その内容に沿って居宅サービス計画を作成して
いますか。

基準第13条
第24号

□ □ □

要介護認定を受けている利用者が要支援認定を受けた場合には,介護予防支援
事業者と当該利用者に係る必要な情報を提供する等の連携を図っていますか。

基準第13条
第25号 □ □ □

介護予防支援の業務の委託を受ける場合は,その業務量等を勘案し,居宅介護支
援の業務が適正に実施できるよう配慮していますか。

基準第13条
第26号 □ □ □

地域ケア会議から,検討を行うための資料や情報の提供,意見の開陳等必要な協
力の求めがあった場合に協力していますか。

基準第13条
第27号 □ □ □

居宅サービス計画に生活援助中心型の訪問介護を位置付ける場合には,生活援
助中心型の算定理由その他やむを得ない事情の内容,生活全般の解決すべき課
題に対応して,その解決に必要であって最適なサービスの内容とその方針が記
載されていますか。

留意事項第
2の2(6)

□ □ □

居宅サービス計画に通院等乗降介助の訪問介護を位置付ける場合には,①通院
等に必要であることその他車両への乗降が必要な理由,②利用者の心身の状況
から乗降時の介助行為を要すると判断した旨,③総合的な援助の一環として,解
決すべき課題に応じた他の援助と均衡していること,が明確に記載されていま
すか。

留意事項第
2の2(7)

□ □ □
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適 不適
該当
なし

点検項目 確認事項 根拠条文
点検結果

14 法定代理受領
サービスに係
る報告

毎月,市町村又は国民健康保険団体連合会に対し,居宅サービス計画において位
置付けられている居宅サービス等のうち法定代理受領サービスとして位置付け
られたものに関する情報を記載した文書(給付管理票)を提出していますか。

基準第14条

□ □ □

居宅サービス計画に位置付けられている基準該当居宅サービスに係る特例居宅
介護サービス費の支給に係る事務に必要な情報を記載した文書を,市町村又は
国民健康保険団体連合会に提出していますか。

□ □ □

15 利用者に対す
る居宅サービ
ス計画等の書
類の交付

次の場合,利用者に直近の居宅サービス計画及びその実施状況に関する書類を
交付していますか。
①利用者が他の居宅介護支援事業者の利用を希望する場合
②要介護認定を受けている利用者が要支援認定を受けた場合
③利用者からの申出があった場合

基準第15条

□ □ □

16 利用者に関す
る市町村への
通知

利用者が次のいずれかに該当する場合は,遅滞なく,意見を付してその旨を市町
村に通知していますか。
①正当な理由なしに介護給付等対象サービスの利用に関する指示に従わないこ
と等により,要介護状態の程度を増進させたと認められるとき。
②偽りその他不正な行為によって保険給付の支給を受け,又は受けようとした
とき。

基準第16条

□ □ □

17 管理者の責務 管理者は,介護保険法の基本理念を踏まえた利用者本位のサービス提供を行う
ため,利用者へのサービス提供の場面等で生じる事象を適時かつ適切に把握し
ながら,従業者及び業務の管理を一元的に行っていますか。
また,管理者は従業者に法令･基準等を遵守させるために必要な指揮命令を行っ
ていますか。

基準第17条

□ □ □

18 運営規程 次に掲げる重要事項に関する規程を定めていますか。
□事業の目的及び運営の方針
□従業者の職種,員数及び職務内容※１
□営業日及び営業時間
□居宅介護支援の提供方法,内容及び利用料その他の費用の額
□通常の事業の実施地域
□虐待の防止のための措置に関する事項※２
□その他運営に関する重要事項
※１
従業者の員数は日々変わりうるものであるため,業務負担軽減等の観点から,重
要事項を記した文書に記載する場合,「○人以上」と記載することも差し支え
ない。
※２
虐待の防止に係る,組織内の体制(責任者の選定,従業者への研修方法や研修計
画等)や虐待又は虐待が疑われる事案が発生した場合の対応方法等を指す内容
であること。

基準第18条

□ □ □

19 勤務体制の確
保

月ごとの勤務表を作成し,介護支援専門員については,日々の勤務時間,常勤・
非常勤の別,管理者との兼務関係等を明確にしていますか。

基準第19条
□ □ □

事業所ごとに,当該事業所の介護支援専門員に居宅介護支援の業務を担当させ
ていますか。
ただし,介護支援専門員の補助業務についてはこの限りではない。

□ □ □

介護支援専門員の資質向上のために,研修の機会を確保していますか。
□ □ □

職場におけるハラスメントの防止のため,事業主は以下の措置を講じています
か。
＜事業主が講ずべき措置の具体的内容＞
事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき
措置等についての指針及び事業主が職場における優越的な関係を背景とした言
動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針において
規定されているとおりであるが,特に留意されたい内容は以下のとおりであ
る。

□ □ □

①事業者の方針等の明確化及びその周知・啓発
職場におけるハラスメントの内容及び職場におけるハラスメントを行ってはな
らない旨の方針を明確化し,従業者に周知啓発していますか。

□ □ □

②相談(苦情を含む。以下同じ)に応じ,適切に対応するために必要な体制の整
備
相談に対応する担当者をあらかじめ定め,従業者へ周知していますか。

□ □ □

＜事業主が講じることが望ましい取組＞
顧客等からの著しい迷惑行為(カスタマーハラスメント)の防止のために,事業
主が雇用管理上の配慮として行うことが望ましい取組の例としては以下のとお
りである。
①相談に応じ,適切に対応するために必要な体制の整備
②被害者への配慮のための取組(メンタルヘルス不調への相談対応,行為者に対
して１人で対応させない等)
③被害防止のための取組(マニュアル作成や研修の実施等,業種・業態等の状況
に応じた取組)

□ □ □
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適 不適
該当
なし

点検項目 確認事項 根拠条文
点検結果

20 業務継続計画
の策定等

感染症や災害が発生した場合にあっても,利用者が継続して居宅介護支援の提
供を受けられるよう,居宅介護支援の提供を継続的に実施するための計画,及び
非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下｢業務継続計画｣という)
を策定するとともに,当該業務継続計画に従い,介護支援専門員その他の従業者
に対して,必要な研修及び訓練(シミュレーション)を実施していますか。

基準第19条
の2

□ □ □

業務継続計画には,以下の項目等を記載していますか。

●感染症に係る業務継続計画
①平時からの備え(体制構築・整備,感染症防止に向けた取組の実施,備蓄品の
確保等)
②初動対応
③感染拡大防止体制の確立(保健所との連携,濃厚接触者への対応,関係者との
情報共有等)

●災害に係る業務継続計画
①平常時の対応(建物・設備の安全対策,電気・水道等のライフラインが停止し
た場合の対策,必要品の備蓄等)
②緊急時の対応(業務継続計画発動基準,対応体制等)
③他施設及び地域との連携

□ □ □

●研修
（年1回以上＋新規採用時）

感染症及び災害に係る業務継続計画の具体的内容を職員間に共有するととも
に,平常時の対応の必要性や,緊急時の対応にかかる理解の励行を行うものとし
ていますか。
また,研修の実施内容についても記録していますか。
※感染症の業務継続計画に係る研修については,感染症の予防及びまん延の防
止のための研修と一体的に実施することも差し支えない。

□ □ □

●訓練(シミュレーション)
（年1回以上）

感染症や災害が発生した場合において迅速に行動できるよう,業務継続計画に
基づき,事業所内の役割分担の確認,感染症や災害が発生した場合に実践するケ
アの演習等を実施していますか。
※感染症の業務継続計画に係る訓練については,感染症の予防及びまん延の防
止のための訓練と一体的に実施することも差し支えない。
※訓練の実施は,机上を含めその実施手法は問わないものの,机上及び実地で実
施するものを適切に組み合わせながら実施することが適切である。

□ □ □

21 設備及び備品
等

事業を行うために必要な広さの区画を有するとともに,必要な設備及び備品等
を備えていますか。

基準第20条
□ □ □

専用の事務室又は区画については,相談,サービス担当者会議等に対応するのに
適切なスペースが確保されていますか。

解釈通知第
2の3(16)② □ □ □

22 従業者の健康
管理

介護支援専門員の清潔の保持及び健康状態について必要な管理を行っています
か。

基準第21条
□ □ □

23 感染症の予防
及びまん延の
防止のための
措置

次の措置を講じていますか。

□感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会の設置と開催
（おおむね6月に1回以上）
□感染対策を担当する者の配置
□感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備
□感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練の実施（それぞれ年1
回以上）

基準第21条
の2

□ □ □

感染対策を担当する者の設置について,同一事業所内での複数担当 (※)の兼務
や他の事業所・施設等との担当 (※)の兼務については,担当者としての職務に
支障がなければ差し支えない。ただし,日常的に兼務先の各事業所内の業務に
従事しており,利用者や事業所の状況を適切に把握している者など,各担当者と
しての職務を遂行する上で支障がないと考えられる者を選任していますか。
(※) 身体的拘束等適正化担当者,褥瘡予防対策担当者（看護師が望まし
い。）,感染対策担当者（看護師が望ましい。）,事故の発生又はその再発を防
止するための措置を適切に実施するための担当者,虐待の発生又はその再発を
防止するための措置を適切に実施するための担当者

□ □ □
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適 不適
該当
なし

点検項目 確認事項 根拠条文
点検結果

指針に次の項目は記載されていますか。

①平常時の対策
事業所内の衛生管理(環境の整備等),ケアにかかる感染対策（手洗い,標準的な
予防策）等
②発生時の対応
発生状況の把握,感染拡大の防止,医療機関や保健所,市町村における事業所関
係課等の関係機関との連携,行政等への報告等

※また,発生時における事業所内の連絡体制や上記の関係機関への連絡体制を
整備し,明記しておくことも必要である。
※「介護現場における感染対策の手引き」参照。

□ □ □

24 掲示 事業所の利用者から見やすい場所に,運営規程の概要,介護支援専門員の勤務体
制,事故発生時の対応,苦情処理の体制等の利用申込者のサービスの選択に資す
ると認められる重要事項を掲示していますか。

※重要事項を記載したファイル等を介護サービスの利用申込者,利用者又はそ
の家族等が自由に閲覧可能な形で事業所内に備え付けることで掲示に代えるこ
とができる。

基準第22条
堺市介護保
険施行規則
第51条の18
の2

□ □ □

※令和7年4月1
日より義務化

原則として,重要事項をウェブサイトに掲載していますか。
（ウェブサイトとは,法人のホームページ等又は介護サービス情報公表システ
ムのことをいう。）

□ □ □

25 秘密保持 従業者が正当な理由なく,その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏
らすことのないよう必要な措置を講じていますか。

基準第23条
□ □ □

従業者であった者が,正当な理由なく,その業務上知り得た利用者又はその家族
の秘密を漏らすことのないよう必要な措置を講じていますか。
（秘密保持誓約書や就業規則に「退職後も」秘密を漏らさない旨の記載はあり
ますか。）

□ □ □

サービス担当者会議等において利用者若しくはその家族の個人情報を用いる場
合の同意を書面により得ていますか。

□ □ □

26 広告 居宅介護支援事業所について広告をする場合においては,広告内容が虚偽又は
誇大なものとなっていませんか。

基準第24条
□ □ □

27 居宅サービス
事業者等から
の利益収受の
禁止等

事業者及び管理者は,居宅サービス計画の作成又は変更に関し,介護支援専門員
に対して特定の居宅サービス事業者等によるサービスを位置付けるべき旨の指
示等を行っていませんか。

基準第25条
解釈通知第
2の3の(20) □ □ □

事業者及び管理者は,介護支援専門員に居宅介護支援費の加算を得るために,解
決すべき課題に即さない居宅サービスを居宅サービス計画に位置付けるべき旨
の指示を行っていませんか。

□ □ □

介護支援専門員は,利用者に対して特定の居宅サービス事業者等によるサービ
スを利用すべき旨の指示等を行っていませんか。

□ □ □

介護支援専門員は居宅介護支援費の加算を得るために,解決すべき課題に即さ
ない居宅サービスを居宅サービス計画に位置付けていませんか。

□ □ □

事業者及び従事者は,利用者に対して特定の居宅サービス事業者等によるサー
ビスを利用させることの対償として,当該居宅サービス事業者等から金品その
他の財産上の利益を収受していませんか。

□ □ □

28 苦情処理 利用者及びその家族からの苦情に対し,迅速かつ適切に対応していますか。
　　苦情件数　　　　　：（　月　　　件程度　）
　　苦情相談窓口の設置：（　　有　・　無　　）
　　相談窓口担当者　　：（　　　　　　　　　）

基準第26条

□ □ □

相談窓口の連絡先,苦情処理の体制等を利用申込者にサービスの内容を説明す
る文書に記載するとともに,事業所に掲示,ウェブサイトに掲載していますか。 □ □ □

苦情の内容等を記録・保存していますか。
□ □ □

苦情がサービスの質の向上を図る上での重要な情報であるとの認識に立ち,苦
情の内容を踏まえ,サービスの質の向上に向けた取組を自ら行っていますか。 □ □ □

自ら提供した居宅介護支援に関し,法第23条の規定により市町村が行う文書そ
の他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しく
は照会に応じていますか。

□ □ □

自らが居宅サービス計画に位置付けた居宅サービス又は地域密着型サービスに
対する苦情の国民健康保険団体連合会への申し立てに関して,利用者に対し必
要な援助を行っていますか。

□ □ □

利用者からの苦情に関して市町村又は国保連が行う調査に協力するとともに,
市町村又は国保連から指導又は助言を受けた場合においては,当該指導又は助
言に従って必要な改善を行っていますか。

□ □ □

市町村又は国保連からの求めがあった場合には,改善の内容を市町村に報告し
ていますか。

□ □ □
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適 不適
該当
なし

点検項目 確認事項 根拠条文
点検結果

29 事故発生時の
対応

事故が発生した場合は,速やかに市町村,当該利用者の家族等に連絡を行うとと
もに,必要な措置を講じていますか。また,事故の状況や処置について記録して
いますか。

過去に事故が発生していない場合でも,発生した場合に備えて,あらかじめ対応
方法や記録様式等を準備していますか。
　→過去1年間の事故事例：（　有　・　無　）

基準第27条

□ □ □

賠償すべき事故が発生した場合は損害賠償を速やかに行っていますか。
賠償すべき事故が発生したことがない場合でも損害賠償を速やかに行える準備
をしていますか。
　→損害賠償保険への加入：（　有　・　無　）

□ □ □

事故が生じた際には,原因を解明し,再発生を防ぐための対策を講じています
か。

□ □ □

30 虐待の防止 虐待を未然に防止するための対策及び発生した場合の対応等の実効性を高め,
利用者の尊厳の保持･人格の尊重が達成されるよう,居宅介護支援事業所におけ
る虐待の防止に関する措置を講じていますか。

基準第1条
の2第5項
基準第27条
の2

□ □ □

虐待等の防止・早期発見に加え,虐待等が発生した場合はその再発を確実に防
止するために以下の事項を実施していますか。

□虐待の防止のための対策を検討する委員会の設置
　（年1回以上）
□虐待の防止のための指針の整備
□虐待の防止のための従業者に対する研修の実施
　（年1回以上）
□虐待の防止に関する措置を適切に実施するための担当者の配置

□ □ □

指針に盛り込むべき項目

□事業所における虐待の防止に関する基本的考え方
□虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関する事項
□虐待の防止のための職員研修に関する基本方針
□虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針
□虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する基本方針
□成年後見制度の利用支援に関する事項
□虐待等に係る苦情解決方法に関する事項
□利用者等に対する当該指針の閲覧に関する事項
□その他虐待の防止の推進のために必要な事項

□ □ □

31 会計の区分 事業所ごとに経理を区分するとともに,居宅介護支援事業の会計とその他の事
業の会計を区分していますか。

基準第28条
□ □ □

32 記録の整備 従業者,設備,備品及び会計に関する諸記録を整備していますか。 基準第29条
□ □ □

次に掲げる介護サービスの提供に関する記録を整備し,その完結の日から2年間
保存していますか。
※｢その完結の日｣とは,個々の利用者につき,契約終了(契約の解約･解除,他の
施設への入所,利用者の死亡,利用者の自立等)により一連のサービス提供が終
了した日を指す。
①サービス事業者との連絡調整の記録
②個々の利用者ごとに次の事項を記載した居宅介護支援台帳
・居宅サービス計画
・アセスメントの結果の記録
・サービス担当者会議の記録
・モニタリングの記録
③身体的拘束等の態様及び時間,利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない
理由
④市町村への通知に係る記録
⑤苦情の内容等の記録
⑥事故の状況,事故に際して採った処置についての記録

□ □ □

33 変更の届出等 当該指定に係る事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変
更があったときは,10日以内にその旨を届け出ていますか。

法第82条
施行規則第
133条

□ □ □
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適 不適
該当
なし

点検項目 確認事項 根拠条文
点検結果

Ⅳ　｢高齢者虐待の防止,高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(高齢者虐待防止法)｣
1 高齢者虐待の
防止

事業所の従業者は,高齢者虐待を発見しやすい立場にあることを自覚し,高齢者
虐待の早期発見に努めていますか。

高齢者虐待
防止法第5
条

□ □ □

利用者の身体に外傷が生じ,又は生じるおそれのある暴行を加えていません
か。

高齢者虐待
防止法第2
条

□ □ □

利用者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置その他の利用者を養護
すべき職務上の義務を著しく怠ることをしていませんか。 □ □ □

利用者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の利用者に著しい心
理的外傷を与える言動を行うことをしていませんか。 □ □ □

利用者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつな行為をさせて
いませんか。

□ □ □

利用者財産を不当に処分すること,その他当該利用者から不当に財産上の利益
を得ていませんか。

□ □ □

高齢者虐待の防止について,従業者への研修の実施,サービスの提供を受ける利
用者及びその家族からの苦情の処理の体制の整備等による虐待の防止のための
措置を講じていますか。

高齢者虐待
防止法第20
条

□ □ □

Ⅴ　業務管理体制の整備
1 業務管理体制
の整備

１　事業者(法人)内で,法令遵守について職員に周知
　をしていますか。
　また,どのように周知されていますか。
　《周知方法：　　　　　　　　　　　　　　　　　》

□ □ □

① 法令遵守責任者の選任　【全ての法人】
　事業者(法人)において,１人,法令遵守責任者を選任し,所管庁に届け出てい
ますか。
　《法令遵守責任者の届出： 済 ・ 未済 》
　《所属・職名：　　　　　　　氏名：　　　　　　》

□ □ □

② 法令遵守規程の整備　【事業所(施設)数が20以上の法人のみ】
　事業者(法人)において,法令遵守規程を作成し,各事業所・施設に周知してい
ますか。
　　また,規程の概要を所管庁に届け出ていますか。
　《規程の概要の届出： 済 ・ 未済 》

□ □ □

③ 業務執行の状況の監査　【事業所(施設)数が100以上の法人のみ】
　事業者(法人)において,業務執行の状況の監査を定期的に実施しています
か。
　また,監査の方法の概要を所管庁に届け出ていますか。
　《監査の方法の概要の届出： 済 ・ 未済 》

□ □ □

２　届出事項に変更があったときは,遅滞なく,変更事項を所管庁に届け出てい
ますか。
　また,事業所数の増減により整備すべき内容が変わった場合等についても,遅
滞なく,変更事項を所管庁に届け出ていますか。

□ □ □

３　所管庁に変更があったときは,変更後の届出書を,変更後の所管庁及び変更
前の所管庁の双方に届け出ていますか。
 ※ 所管庁(届出先)
◎指定事業所又は施設が３以上の地方厚生局の管轄区域に所在する事業者
    ⇒厚生労働大臣
◎指定事業所又は施設が２以上の都道府県に所在し,２以下の地方厚生局の管
轄区域に所在する事業者
     ⇒主たる事務所の所在地の都道府県知事
◎すべての指定事業所等が堺市の区域に所在する事業者
     ⇒堺市長(介護事業者課)
◎地域密着型サービス(介護予防含む)のみを行う事業者で,すべての指定事業
所が堺市内に所在する事業者
     ⇒堺市長(介護事業者課)
◎上記以外の事業者
     ⇒大阪府知事(福祉部高齢介護室介護事業者課)

□ □ □

法第115条
の32
施行規則第
140条の39
及び第140
条の40
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適 不適
該当
なし

点検項目 確認事項 根拠条文
点検結果

Ⅵ　介護給付費関係
1 基本的事項 居宅介護支援に要する費用の額は,平成12年厚生省告示第20号の別表｢居宅介護

支援介護給付費単位数表｣により算定していますか。
算定基準一

□ □ □

居宅介護支援に要する費用の額は,平成24年厚生労働省告示第94号の｢厚生労働
大臣が定める１単位の単価｣に,別表に定める単位数を乗じて算定しています
か。

算定基準二

□ □ □

1単位の単価に単位数を乗じて得た額に1円未満の端数があるときは,端数金額
を切り捨てて計算していますか。

算定基準三
□ □ □

2 居宅介護支援
費(Ⅰ)

要介護である利用者に対して居宅介護支援を行い,かつ,月の末日において市町
村又は国民健康保険団体連合会に対し,給付管理票を提出している居宅介護支
援事業所について,次の区分に応じそれぞれの所定単位数を算定しています
か。
①居宅介護支援費(ⅰ)
取扱件数(※)が45未満である場合又は45以上の場合において,45未満の部分に
ついて算定
　a.要介護1又は要介護2　　　　　 　1,086単位
　b.要介護3,要介護4又は要介護5　 　1,411単位
②居宅介護支援費(ⅱ)
取扱件数(※)が45以上である場合において,45以上60未満の部分について算定
　a.要介護1又は要介護2　　　　　 　544単位
　b.要介護3,要介護4又は要介護5　 　704単位
③居宅介護支援費(ⅲ)
取扱件数(※)が45以上である場合において,60以上の部分について算定
　a.要介護1又は要介護2　　　　　 　326単位
　b.要介護3,要介護4又は要介護5　 　422単位

算定基準別
表のイ注1

□ □ □

3 居宅介護支援
費(Ⅱ)

ケアプランデータ連携システムの利用並びに事務職員の配置を行っている居宅
介護支援事業者が,利用者に対して居宅介護支援を行い,かつ,月の末日におい
て基準第14条第１項の規定により,同項に規定する文書を提出している場合に
ついて,次に掲げる区分に応じ,それぞれ所定単位数を算定していますか。
①居宅介護支援費(ⅰ)
取扱件数(※)が50未満である場合又は50以上の場合において,50未満の部分に
ついて算定
　a.要介護1又は要介護2　　　　　 　1,086単位
　b.要介護3,要介護4又は要介護5　 　1,411単位
②居宅介護支援費(ⅱ)
取扱件数(※)が50以上である場合において,50以上60未満の部分について算定
　a.要介護1又は要介護2　　　　　 　527単位
　b.要介護3,要介護4又は要介護5　 　683単位
③居宅介護支援費(ⅲ)
取扱件数(※)が50以上である場合において,60以上の部分について算定
　a.要介護1又は要介護2　　　　　 　316単位
　b.要介護3,要介護4又は要介護5　 　410単位

算定基準別
表のイ注2

□ □ □

※ケアプランデータ連携システムの活用

「公益社団法人国民健康保険中央会（昭和34年1月1日に社団法人国民健康保険
中央会という名称で設立された法人をいう。）が運用及び管理を行う指定居宅
介護支援事業者及び指定居宅サービス事業者等の使用に係る電子計算機と接続
された居宅サービス計画の情報の共有等のための情報処理システム」は,いわ
ゆる「ケアプランデータ連携システム」を指しており,ケアプランデータ連携
システムの利用申請をし,クライアントソフトをインストールしている場合に
当該要件を満たしていることとなり,当該システムによる他の居宅サービス事
業者とのデータ連携の実績は問わない。

□ □ □

※取扱件数 取扱件数の算定方法は,当該居宅介護支援事業所全体の利用者（月末に給付管
理を行っている者をいう。）の総数に指定介護予防支援に係る利用者の数に3
分の1を乗じた数を加えた数を当該事業所の常勤換算方法により算定した介護
支援専門員の員数で除して得た数としていますか。

□ □ □
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適 不適
該当
なし

点検項目 確認事項 根拠条文
点検結果

4 高齢者虐待防
止虐待措置未
実施減算

事業所において高齢者虐待が発生した場合ではなく,以下の基準のうち,ひとつ
でも満たさない場合は,高齢者虐待防止措置未実施減算として,利用者全員につ
いて所定単位数の100分の１に相当する単位数を所定単位数から減算していま
すか。

算定基準
別表のイ
注3

□ □ □

・高齢者虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催している。
□ □ □

・高齢者虐待防止のための指針を整備している。
□ □ □

・高齢者虐待防止のための年１回以上の研修を実施している。
□ □ □

・高齢者虐待防止措置を適正に実施するための担当者を置いている。
□ □ □

5 業務継続計画
未策定減算

感染症及び非常災害の業務継続計画が未策定の場合や,当該業務継続計画に従
い必要な措置を講じていない場合は利用者全員について業務継続計画未策定減
算として,所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算して
いますか。

算定基準
別表のイ
注4

□ □ □

6 同一敷地内建
物等に居住す
る利用者への
減算

居宅介護支援事業所の所在する建物と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の
建物若しくは居宅介護支援事業所と同一の建物（以下この注において「同一敷
地内建物等」という。）に居住する利用者又は居宅介護支援事業所における１
月当たりの利用者が同一の建物に20人以上居住する建物（同一敷地内建物等を
除く。）に居住する利用者に対して,居宅介護支援を行った場合は,所定単位数
の100分の95に相当する単位数を算定していますか。

算定基準
別表のイ
注5

□ □ □

7 運営基準減算 別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合（以下の①～④）には,運営基
準減算として,所定単位数の100分の50に相当する単位数を算定していますか。
また,運営基準減算が2月以上継続している場合は,当該状態が解消されるに
至った月の前月まで,所定単位数を算定していませんか。

算定基準別
表のイ注6

□ □ □

※一つでも｢不
適｣であれば減
算に該当

①居宅介護支援の提供の開始に際し,利用者やその家族に対して,利用者はケア
プランに位置付ける居宅サービス事業所について,複数の事業所の紹介を求め
ることが可能であることについて説明を行い,理解を得ていますか。

□ □ □

②居宅サービス計画の新規作成及びその変更に当たって,以下の項目に該当し
ますか。
イ．利用者の居宅を訪問し,利用者及び家族に面接してアセスメントを実施し
ていますか。
ロ．サービス担当者会議の開催等を行ってますか。
ハ．居宅サービス計画の原案の内容について利用者又はその家族に対して説明
し,文書により利用者の同意を得た上で,居宅サービス計画を利用者及び担当者
に交付していますか。

□ □ □

③以下の場合において,サービス担当者会議を開催していますか。
イ.居宅サービス計画を新規に作成した場合及び変更した場合。
ロ.要介護認定を受けている利用者が要介護更新認定を受けた場合。
ハ．要介護認定を受けている利用者が要介護状態区分の変更の認定を受けた場
合。

□ □ □

④1月に1回以上,次のいずれかの方法で利用者に面接の実施(特段の事情がない
限り)していますか。

イ.１月に１回,利用者の居宅を訪問することによって行う方法。

ロ.次のいずれにも該当する場合であって,２月に１回,利用者の居宅を訪問し,
利用者の居宅を訪問しない月においては,テレビ電話装置等を活用して行う方
法。
　ａ.テレビ電話装置等を活用して面接を行うことについて,文書により利用者
の同意を得ていること。
　ｂ.サービス担当者会議等において,次に掲げる事項について主治の医師,担
当者その他の関係者の合意を得ていること。
　　(ⅰ) 利用者の心身の状況が安定していること。
　　(ⅱ) 利用者がテレビ電話装置等を活用して意思疎通を行うことができる
こと。
　　(ⅲ) 介護支援専門員が,テレビ電話装置等を活用したモニタリングでは把
握できない情報について,担当者から提供を受けること。

□ □ □

1月に1回以上モニタリングの結果の記録をしていますか。 □ □ □
8 特別地域居宅
介護支援加算

平24厚告120号に定める地域に所在する居宅介護支援事業所の介護支援専門員
が,居宅介護支援を行った場合は,所定単位数の100分の15に相当する単位数を
加算していますか。

算定基準別
表のイ注7 □ □ □

9 中山間地域等
における小規
模事業所加算

平21厚告83号の一に定める地域に所在し,かつ,施設基準に適合する居宅介護支
援事業所の介護支援専門員が居宅介護支援を行った場合は,所定単位数の100分
の10に相当する単位数を加算していますか。
※1月当たり実利用者数が20人以下の居宅介護支援事業所であること。

算定基準別
表のイ注8

施設基準四
十六

□ □ □
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適 不適
該当
なし

点検項目 確認事項 根拠条文
点検結果

10 中山間地域等
に居住する者
へのサービス
提供加算

平21厚告83号の二に定める地域に居住している利用者に対し,通常の事業の実
施地域を越えてサービス提供を行った場合は所定単位数の100分の5に相当する
単位数を加算していますか。

算定基準別
表のイ注9

□ □ □

11 特定事業所集
中減算

以下の基準に該当する場合には,1月につき200単位を所定単位数から減算して
いますか。
・正当な理由なく,居宅介護支援事業所において,前6月間に作成した居宅サー
ビス計画に位置付けられた,訪問介護,通所介護,福祉用具貸与又は地域密着型
通所介護(以下,訪問介護サービス等)の提供総数のうち,同一の訪問介護サービ
ス等に係る事業者によって提供されたものの占める割合が100分の80を超えて
いること。

算定基準別
表のイ注10

□ □ □

次の①～⑤に掲げる事項を記載した書類を作成し,事業所において保存(2年間)
していますか。
①判定期間における居宅サービス計画の総数。
②訪問介護サービス等のそれぞれが位置付けられた居宅サービス計画数。
③訪問介護サービス等のそれぞれの紹介率最高法人が位置付けられた居宅サー
ビス計画数並びに紹介率最高法人の名称,住所,事業所名及び代表者名。
④算定方法(当該サービスに係る紹介率最高法人の居宅サービス計画数÷当該
サービスが位置付けられた居宅サービス計画数)で計算した割合。
⑤算定方法で計算した割合が80％を超えている場合であって正当な理由がある
か。

□ □ □

12 サービス種類
相互間の算定
関係

利用者が月を通じて下記のサービスを受けている場合は,当該月について,居宅
介護支援費を算定していませんか。
①特定施設入居者生活介護(短期利用特定施設入所者生活介護費を算定する場
合を除く)
②小規模多機能型居宅介護(短期利用居宅介護費を算定する場合を除く)
③認知症対応型共同生活介護(短期利用認知症対応型共同生活介護費を算定す
る場合を除く)
④地域密着型特定施設入居者生活介護(短期利用地域密着型特定施設入所者生
活介護費を算定する場合を除く)
⑤複合型サービス(短期利用居宅介護費を算定する場合を除く)

算定基準別
表のイ注11

□ □ □

13 初回加算 新規に居宅サービス計画を作成する利用者に対して,居宅介護支援を行った場
合その他利用者等告示(※)に適合する場合,1月につき300単位を加算していま
すか。
ただし,運営基準減算に該当する場合は,加算を算定できない。
※利用者等告示五十六
※いずれかに該当している場合
①新規に居宅サービス計画を作成する利用者に対し,居宅介護支援を行った場
合。
②要支援者が要介護認定を受け,居宅サービス計画を作成する場合。
③要介護状態区分が2区分以上変更された利用者に対し居宅介護支援を行った
場合。

算定基準別
表のロ

□ □ □

14 特定事業所加
算

基準告示に適合しているものとして市町村長に届け出た居宅介護支援事業所
は,1月につき次の単位数を加算していますか。
ただし,特定事業所加算(Ⅰ)から特定事業所加算(Ⅲ)までのいずれかの加算を
算定している場合においては,特定事業所加算(Ⅰ)から特定事業所加算(Ⅲ)ま
でのその他の加算は算定しない。（併算定不可。）
・特定事業所加算(Ⅰ)　519単位
・特定事業所加算(Ⅱ)　421単位
・特定事業所加算(Ⅲ)　323単位
・特定事業所加算(Ａ)　114単位

算定基準別
表のハ
留意事項第
3の14

□ □ □

＜算定上の留意事項＞
※毎月末までに,基準の遵守状況に関する所定の記録を作成し,2年間保存して
いますか。

□ □ □

特定事業所加
算(Ⅰ)

①専ら居宅介護支援の提供に当たる常勤の主任介護支援専門員を2名以上配置
していること。

□ □ □

特定事業所加
算(Ⅰ)(Ⅱ)

②主任介護支援専門員とは別に,専ら居宅介護支援の提供に当たる常勤の介護
支援専門員を3名以上配置していること。

□ □ □
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適 不適
該当
なし

点検項目 確認事項 根拠条文
点検結果

特定事業所加
算
(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)(
Ａ)

③利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項に係る伝達等を
目的とした会議を定期的（概ね週1回以上）に開催していること。また,議事に
ついては記録を作成し,2年間保存すること。

※1 少なくとも次のような議題を含めること。
(1)現に抱える処遇困難ケースについての具体的な処遇方針
(2)過去に取り扱ったケースについての問題点及びその改善方策
(3)地域における事業者や活用できる社会資源の状況
(4)保健医療及び福祉に関する諸制度
(5)ケアマネジメントに関する技術
(6)利用者からの苦情があった場合は,その内容及び改善方針
(7)その他必要な事項

※2 会議は,テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。この
際,個人情報保護委員会･厚生労働省｢医療･介護関係事業者における個人情報の
適切な取扱いのためのガイダンス｣,厚生労働省｢医療情報システムの安全管理
に関するガイドライン｣等を遵守すること。

□ □ □

特定事業所加
算
(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)(
Ａ)

④24時間連絡体制を確保し,かつ,必要に応じて利用者等の相談に対応する体制
を確保していること。

※1 常時,担当者が携帯電話等により連絡をとることができ,必要に応じて相談
に応じることが可能な体制をとること。事業所の介護支援専門員が輪番制によ
る対応等も可能。

※2 特定事業所加算(Ａ)を算定する事業所については,携帯電話等の転送によ
る対応等も可能であるが,連携先事業所の利用者に関する情報を共有すること
から,居宅介護支援等基準第23条の規定の遵守とともに,利用者又はその家族に
対し,当該加算算定事業所である旨及びその内容が理解できるよう説明を行い,
同意を得ること。

□ □ □

特定事業所加
算(Ⅰ)

⑤算定日が属する月の利用者の総数のうち,要介護3,要介護4又は要介護5であ
る者の占める割合が100分の40以上であること。

□ □ □

特定事業所加
算
(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)(
Ａ)

⑥事業所の介護支援専門員に対し,計画的に研修を実施していること。

※当該事業所における介護支援専門員の資質向上のための研修体系と当該加算
要件の研修実施のための勤務体制の確保を定めること。

※介護支援専門員について個別具体的な研修の目標,内容,研修期間,実施時期
等について,毎年度少なくとも次年度が始まるまでに次年度の計画を定めなけ
ればならない。

※管理者は,研修目標の達成状況について,適宜,確認し,必要に応じて改善措置
を講じなければならない。

※特定事業所加算(Ａ)を算定する事業所については,連携先事業所との共同開
催による研修実施も可能である。

□ □ □

特定事業所加
算
(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)(
Ａ)

⑦地域包括支援センターから支援が困難な事例を紹介された場合においても,
当該支援が困難な事例に係る者に居宅介護支援を提供していること。

※自ら積極的に支援困難事例を受け入れるものでなければならず,常に地域包
括支援センターとの連携を図らなければならない。

□ □ □

特定事業所加
算
(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)(
Ａ)

⑧家族に対する介護等を日常的に行っている児童や,障害者,生活困窮者,難病
患者等,高齢者以外の対象者への支援に関する知識等に関する事例検討会,研修
等に参加していること。

※「家族に対する介護等を日常的に行っている児童」とは,いわゆるヤングケ
アラーのことを指している。
また,対象となる事例検討会,研修等については,上記に例示するもののほか,仕
事と介護の両立支援制度や生活保護制度等も考えられるが,利用者に対するケ
アマネジメントを行う上で必要な知識・技術を修得するためのものであれば差
し支えない。

□ □ □

特定事業所加
算
(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)(
Ａ)

⑨特定事業所集中減算の適用を受けていないこと。

□ □ □

特定事業所加
算
(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)(
Ａ)

⑩事業所において居宅介護支援の提供を受ける利用者数が当該事業所の介護支
援専門員1人当たり45名未満であること。
※介護予防支援の委託件数に1/3を乗じた数を含めること。
※事業所単位で平均して介護支援専門員1人当たり45名未満でよいが,不当に特
定の者に偏るなど適切なケアマネジメントに支障がないよう配慮すること。
※居宅介護支援費Ⅱを算定している場合は50名未満。

□ □ □
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適 不適
該当
なし

点検項目 確認事項 根拠条文
点検結果

特定事業所加
算
(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)(
Ａ)

⑪介護支援専門員実務研修における科目｢ケアマネジメントの基礎技術に関す
る実習｣等に協力又は協力体制を確保していること。
※特定事業所加算(Ａ)を算定する事業所については,連携先事業所との協力に
よる研修会等の実施も可能である。

□ □ □

特定事業所加
算
(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)(
Ａ)

⑫他の法人が運営する居宅介護支援事業者と共同で事例検討会,研修会等を実
施していること。
※特定事業所加算(Ａ)を算定する事業所については,連携先事業所との協力に
よる研修会等の実施も可能である。

□ □ □

特定事業所加
算
(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)(
Ａ)

⑬多様な主体により提供される利用者の日常生活全般を支援するサービスが包
括的に提供されるような居宅サービス計画を作成していること。
※日常生活全般を支援するサービスとは,介護給付等対象サービス(介護保険法
第24条第2項に規定する介護給付等対象サービスをいう)以外の保健医療サービ
ス又は福祉サービス,当該地域の住民による自発的な活動によるサービス等の
ことをいう。

□ □ □

特定事業所加
算(Ⅱ)(Ⅲ)

専ら居宅介護支援の提供に当たる常勤の主任介護支援専門員を1名以上配置し
ていること。

□ □ □

特定事業所加
算(Ⅲ)

専ら居宅介護支援の提供に当たる常勤の介護支援専門員を2名以上配置してい
ること。

□ □ □

特定事業所加
算(Ａ)

常勤かつ専従の主任介護支援専門員については,当該居宅介護支援事業所の業
務に支障がない場合は,同一敷地内にある他の事業所の職務を兼務しても差し
支えないものとする。
また,常勤かつ専従の介護支援専門員1名並びに常勤換算方法で1の介護支援専
門員とは別に,主任介護支援専門員を置く必要があること。
したがって,当該加算を算定する事業所においては,少なくとも主任介護支援専
門員及び介護支援専門員1名の合計2名を常勤かつ専従で配置するとともに,介
護支援専門員を常勤換算方法で1の合計3名を配置する必要があること。
この場合において,当該常勤換算方法で1の介護支援専門員は他の居宅介護支援
事業所(連携先事業所に限る)の職務と兼務しても差し支えないが,当該兼務に
係る他の業務との兼務については,介護保険施設に置かれた常勤専従の介護支
援専門員との兼務を除き,差し支えないものであり,当該他の業務とは必ずしも
指定居宅サービス事業の業務を指すものではない。

□ □ □

15 特定事業所医
療介護連携加
算

・特定事業所医療介護連携加算　　125単位
次に掲げる基準に適合しているものとして市町村長に届け出た居宅介護支援事
業所は,1月につき所定単位数を加算していますか。

算定基準別
表のニ □ □ □

(１)退院・退所加算の算定実績について,その算定に係る病院等との連携回数
が,前々年度の3月から前年度の2月までの間において35回以上であること。
※退院・退所加算の算定回数ではない。

□ □ □

(２)前々年度の3月から前年度の2月までの間においてターミナルケアマネジメ
ント加算を15回以上算定していること。

□ □ □

※経過措置 令和７年３月31日までの間は,従前のとおり算定回数が５回以上の場合に要件
を満たすこととし,同年４月１日から令和８年３月31日までの間は,令和６年３
月におけるターミナルケアマネジメント加算の算定回数に３を乗じた数に令和
６年４月から令和７年２月までの間におけるターミナルケアマネジメント加算
の算定回数を加えた数が15回以上である場合に要件を満たすこととするため,
留意すること。

□ □ □

(３)特定事業所加算(Ⅰ),(Ⅱ)又は(Ⅲ)のいずれかを算定していること。 □ □ □
16 入院時情報連

携加算
利用者が病院又は診療所に入院するに当たって,当該病院又は診療所の職員に
対して,利用者の心身の状況や生活環境等の利用者に係る必要な情報(当該利用
者の入院日,心身の状況,生活環境及びサービスの利用状況)を提供した場合は,
次に掲げる区分に従い,利用者1人につき1月に1回を限度として所定単位数を加
算していますか。ただし,次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にお
いては,次に掲げるその他の加算は算定しない。
※情報提供を行った日時,場所(医療機関へ出向いた場合),内容,提供手段(面
談,FAX等)等について,居宅サービス計画等に記録すること。

算定基準別
表のホ

□ □ □

(１)　入院時情報連携加算(Ⅰ)　　250単位
利用者が病院又は診療所に入院した日のうちに,当該病院又は診療所の職員に
対して当該利用者に係る必要な情報を提供していること。

※入院の日以前に情報提供した場合及び当該事業所における運営規程に定める
営業時間終了後又は営業日以外の日に入院した場合であって,当該入院した日
の翌日に情報を提供した場合も,算定可能である。）

※基準告示
八十五

□ □ □

(２)　入院時情報連携加算(Ⅱ)　　200単位
利用者が病院又は診療所に入院した日の翌日又は翌々日に,当該病院又は診療
所の職員に対して当該利用者に係る必要な情報を提供していること。

※運営規程に定める当該事業所の営業時間終了後に入院した場合であって,当
該入院した日から起算して３日目が運営規程に定める当該事業所の営業日以外
の日に当たるときは,当該営業日以外の日の翌日に情報を提供した場合も,算定
可能である。）

□ □ □

15 / 17 ページ



適 不適
該当
なし

点検項目 確認事項 根拠条文
点検結果

17 退院･退所加算 病院若しくは診療所に入院していた者又は地域密着型介護老人福祉施設若しく
は介護保険施設(以下,病院等)に入所していた者が退院又は退所し,その居宅に
おいて居宅サービス又は地域密着型サービスを利用する場合において,当該利
用者の退院又は退所に当たって,当該病院等の職員と面談を行い,当該利用者に
関する必要な情報の提供を受けた上で,居宅サービス計画を作成し,居宅サービ
ス又は地域密着型サービスの利用に関する調整を行った場合(同一の利用者に
ついて,当該居宅サービス及び地域密着型サービスの利用開始月に調整を行う
場合に限る)には,次に掲げる区分に従い,入院又は入所期間中につき1回を限度
として所定単位数を加算していますか。
ただし,次に掲げるいずれかの加算を算定する場合においては,次に掲げるその
他の加算は算定しない。
また,初回加算を算定する場合は,当該加算は算定しない。
・退院･退所加算(Ⅰ)イ　450単位
・退院･退所加算(Ⅰ)ロ　600単位
・退院･退所加算(Ⅱ)イ　600単位
・退院･退所加算(Ⅱ)ロ　750単位
・退院･退所加算(Ⅲ)　　900単位

算定基準別
表のヘ

□ □ □

※同一日に必要な情報の提供を複数回受けた場合又はカンファレンスに参加し
た場合でも,1回として算定する。
※原則として,退院･退所前に利用者に関する必要な情報を得ることが望ましい
が,退院後7日以内に情報を得た場合には算定することとする。
※カンファレンスに参加した場合は,別途定める様式ではなく,カンファレンス
の日時,開催場所,出席者,内容の要点等について居宅サービス計画等に記録し,
利用者又は家族に提供した文書の写しを添付すること。
※面談は,テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。ただし,
利用者又はその家族が参加する場合にあっては,テレビ電話装置等の活用につ
いて当該利用者等の同意を得なければならい。なお,テレビ電話装置等の活用
に当たっては,個人情報保護委員会･厚生労働省｢医療･介護関係事業者における
個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス｣,厚生労働省｢医療情報システム
の安全管理に関するガイドライン｣等を遵守すること。

□ □ □

退院･退所加算
(Ⅰ)イ･ロ

病院等の職員からの情報収集を1回行っていること。
退院･退所加算(Ⅰ)ロについては,その方法がカンファレンスである場合に限
る。

□ □ □

退院･退所加算
(Ⅱ)イ

病院等の職員から情報収集を2回以上行っていること。
□ □ □

退院･退所加算
(Ⅱ)ロ

病院等の職員から情報収集を2回以上行っている場合であって,うち1回以上が
カンファレンスによること。

□ □ □

退院･退所加算
(Ⅲ)

病院等の職員から情報収集を3回以上行っている場合であって,うち1回以上が
カンファレンスによること。

□ □ □

18 通院時情報連
携加算

・通院時情報連携加算　　　50単位
利用者が病院又は診療所において医師又は歯科医師の診察を受けるときに介護
支援専門員が同席し,医師又は歯科医師等に対して当該利用者の心身の状況や
生活環境等の当該利用者に係る必要な情報の提供を行うとともに,医師又は歯
科医師等から当該利用者に関する必要な情報の提供を受けた上で,居宅サービ
ス計画に記録した場合は,利用者1人につき1月に1回を限度として所定単位数を
加算していますか。

算定基準別
表のト注

□ □ □

19 緊急時等居宅
カンファレン
ス加算

病院又は診療所の求めにより,当該病院又は診療所の医師又は看護師等と共に
利用者の居宅を訪問し,カンファレンスを行い,必要に応じて,当該利用者に必
要な居宅サービス又は地域密着型サービスの利用に関する調整を行った場合,
利用者1人につき1月に2回を限度として200単位を加算していますか。

算定基準別
表のチ注

□ □ □

カンファレンスの実施日（指導した日が異なる場合は指導日もあわせて）,カ
ンファレンスに参加した医療関係職種等の氏名及びそのカンファレンスの要点
について,居宅サービス計画等へ記載していますか。

□ □ □
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適 不適
該当
なし

点検項目 確認事項 根拠条文
点検結果

20 ターミナルケ
アマネジメン
ト加算

・ターミナルケアマネジメント加算　400単位
在宅で死亡した利用者に対して,基準告示(※)に適合しているものとして市町
村長に届け出た居宅介護支援事業所が,終末期の医療やケアの方針に関する当
該利用者又はその家族の意向を把握した上で,その死亡日及び死亡日前14日以
内に2日以上,当該利用者又はその家族の同意を得て,当該利用者の居宅を訪問
し,当該利用者の心身の状況等を記録し,主治の医師及び居宅サービス計画に位
置付けた居宅サービス事業者に提供した場合は,1月につき所定単位数を加算し
ていますか。

算定基準別
表のリ注

□ □ □

※基準告示
ターミナルケアマネジメントを受けることに同意した利用者について,24時間
連絡できる体制を確保しており,かつ,必要に応じて居宅介護支援を行うことが
できる体制を整備していますか。

※基準告示
八十五の三

□ □ □

ターミナルケアマネジメントを受けることについて利用者又はその家族が同意
した時点以降は,次の①～③に掲げる事項を支援経過として居宅サービス計画
等に記載していますか。
①終末期の利用者の心身又は家族の状況の変化や環境の変化及びこれらに対し
て居宅介護支援事業者が行った支援についての記録
②利用者への支援にあたり,主治の医師及び居宅サービス計画に位置づけた指
定居宅サービス事業者等と行った連絡調整に関する記録
③当該利用者が,医師が一般に認められている医学的知見に基づき,回復の見込
みがないと診断した者に該当することを確認した日及びその方法

□ □ □

他の居宅介護支援事業所で当該加算の算定がされていませんか。 □ □ □
終末期における医療・ケアの方針に関する利用者又は家族の意向を把握する必
要がある。また,その際には厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケア
の決定プロセスに関するガイドライン」等を参考にしつつ,本人の意思を尊重
した医療・ケアの方針が実施できるよう,多職種が連携し,本人及びその家族と
必要な情報の共有等に努めているますか。

□ □ □

　 法 　：介護保険法(平成9年12月17日法律第123号)
施行規則：介護保険法施行規則(平成11年3月31日厚生省令第36号)
基準条例：堺市介護保険事業等の人員,設備及び運営に関する基準を定める条例（平成24年12月14日条例第58号）
基　　準：居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年3月31日厚生省令第38号)
解釈通知：居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について(平成11年7月29日老企第22号)
算定基準：居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年2月10日厚生省告示第20号)
留意事項：指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス,居宅療養管理指導及び福祉用具貸与
に係る部分)及び居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成12年3月1
日老企第36号)
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